
●施設使用料金一覧表

平　 日 休　日

午 前 ５,２３０ ７,３３０

午 後 ６,８１０ ８,８００

夜 間 ７,８５０ １０,１６０

午 前 ５２０ ６２０

午 後 ６２０ ８３０

夜 間 ７３０ ９４０

午 前 ２,０９０ ２,７２０

午 後 ２,７２０ ３,４５０

夜 間 ３,１４０ ４,０８０

午 前 ２,６１０ ３,３５０

午 後 ３,３５０ ４,４００

夜 間 ３,８７０ ５,０２０

午 前 ２,０９０ ２,７２０

午 後 ２,７２０ ３,４５０

夜 間 ３,１４０ ４,０８０

午 前 １,０４０ １,３６０

午 後 １,３６０ １,６７０

夜 間 １,５７０ １,９９０

午 前 ８３０ １,０４０

午 後 １,０４０ １,３６０

夜 間 １,２５０ １,５７０

午 前 ２,０９０ ２,７２０

午 後 ２,７２０ ３,４５０

夜 間 ３,１４０ ４,０８０

午 前 １,２５０ １,５７０

午 後 １,５７０ ２,０９０

夜 間 １,８８０ ２,４１０

午 前 ２,０９０ ２,７２０

午 後 ２,７２０ ３,４５０

夜 間 ３,１４０ ４,０８０

午 前 ２,０９０ ２,７２０

午 後 ２,７２０ ３,４５０

夜 間 ３,１４０ ４,０８０

午 前 ２,０９０ ２,７２０

午 後 ２,７２０ ３,４５０

夜 間 ３,１４０ ４,０８０

午 前 ２,６１０ ３,６６０

午 後 ３,８７０ ５,４４０

夜 間 ５,２３０ ７,３３０

午 前 ２,６１０ ３,６６０

午 後 ３,８７０ ５,４４０

夜 間 ５,２３０ ７,３３０

備　　考

・平日は、月曜日から金曜日、休日は土曜日・日曜日・国民の祝日をいいます。

・楽屋は、ホールに付随して利用していただきます。

・利用者が２室以上の研修室を同時に利用する場合の使用料は、基本料金の合算

　額に０.８を乗じて得た額となります。

・ホールや他の施設を利用する場合において、入場料又はこれに類する料金を徴収

　する場合の使用料は、基本料金に１００分の５０を乗じて得た額を加算します。

・ホールや他の施設を宴会のために利用する場合の使用料は、基本料金に１００分の

　５０を乗じて得た額を加算します。

・秩父市外住居者が利用する場合の使用料については、基本料金に１００分の５０を

　乗じて得た金額を加算します。

基 本 料 金 ( 円 ）
施 設 の 名 称 （ 定員 ）

時 間 の
区　  分

　ホ ー ル
　　（定 員 ３１４ 人）

　楽  　屋
　　（1 か所 に つ き）

　視聴覚室  ・ 音楽室
　　（ 定 員 ２１ 人）

　調 理 室
　　（定 員 ２５ 人）

　会 議 室
　　（定 員 ２５ 人）

　談 話 室
　　（定 員 ８ 人）

　和　  室 １
　　（定 員 ５ 人）

　和  　室 ２
　　（定 員 ２４ 人）

　茶  　室
　　（定 員 ５ 人）

　研修室 １
　　（定 員 ３０ 人）

　研修室 ２
　　（定 員 ３０ 人）

　研修室 ３
　　（定 員 ３０ 人）

　美術  ・陶芸室
　　（定 員 ２４ 人）

　多 目 的 室
　　（定 員 ６０ 人）



　●利用の申し込み
　　受付時間

　　　午前８時３０分から午後５時１５分。土曜日・日曜日・祝日は除く。

　　受付期日

　　　利用する日の４か月前から利用する日の前日までとします。ただし、利用

　　　に関しては、公民館事業が優先されます。

　　利用の申請

　　　直接来館いただき「利用許可申請書」を提出していただきます。

　　利用の取消・変更

　　　取り消す場合は「利用取消申請書」、変更する場合は「利用変更許可申請

　　　書」を提出していただきます。

　　利用の許可

　　　利用許可書兼領収書、利用変更許可書兼領収書を交付します。許可書は、

　　　利用時に持参してください。

　　利用時間

　　　午前９時から午後９時３０分

　　　利用時間には、準備・片付けの時間を含みます。

　　利用時間の区分

　　　午前　午前９時から正午まで

　　　午後　午後１時から午後５時まで

　　　夜間　午後５時３０分から午後９時３０分まで

　　使用料

　　　裏面のとおり。

　　　社会教育法に定める公民館事業と同様な事業を行う市内の団体が使用す

　　　る場合は、減免となります。

　　　納入いただいた使用料は還付できません。

　　利用期間

　　　施設等を引き続き利用できる期間は、５日間を限度とします。

　　休館日

　　　１月１日から３日、１２月２９日から３１日まで。

　　　設備点検のため、臨時に休館することがあります。

●利用上の注意
　　・安全を図るため定員以上のご利用はしないでください。

　　・付属設備及び器具は、館外に持ち出さないでください。

　　・火気・危険物は持ち込まないでください。

　　・壁・窓・柱等にはり紙はしないでください。

　　・他人の迷惑になる行為をしないでください。

　　・物品の販売をしたり、金品の寄付、集金行為をしないでください。

　　・利用者は、許可を受けた目的以外に使用したり、利用の権利を譲ったりす

　　　ることはできません。

　　・設備や物品を損傷、亡失したときは、修理又は賠償していただきます。

●お願い
　　・利用後は施設等を元に戻して、戸締りをしてください。

　　・ホール客席での飲食はご遠慮ください。

　　・喫煙は所定の場所でお願いします

　　・ごみはお持ち帰りください。

　　・駐車場に限りがあります。公共交通機関をご利用ください。

施設の利用案内


